
麻薬卸売業者免許（継続）申請書の作成要領 

 
１ 申請手続 

申請対象者 
麻薬卸売業者免許の有効期間が、令和６年１２月３１日で満了する

者であって、令和７年１月１日以降も引き続き麻薬取扱者免許を受け

ようとする者 

申 請 書 別紙様式による 

添 付 書 類 

１ 精神機能の障害、麻薬若しくは覚醒剤の中毒であるかないかに関

する医師の診断書（申請者が法人である時は、その業務を行う役員

についての診断書） 
⇒申請書の裏面が「診断書」になっています。 
＊県内の複数の営業所から同時に申請する場合、診断書の原本と写しの両方

を提示し、県職員が原本と突合した後、写しを添付書類とすることができ

ます。 

 

２ 申請者が法人であるときは、登記事項証明書又は定款 

＊薬機法に基づく薬局等の届出等で、事前に登記事項証明書を県保健所に提

出している場合には、登記事項証明書の添付を省略することができます。

その場合、申請書の備考欄に「提出年月日」「届出内容」「提出した保健所

の名称」を記入してください。 

 
３ 申請者が法人であるときは、その業務を行う役員の範囲を具体的

に示す書類（組織図、業務分掌表等） 
 ＊組織図等（様式はありません）への代表者印等の押印は必要ありません。 

申請手数料 １５，４００円（現金） 

提 出 先 麻薬業務所を管轄する県保健所（生活衛生・薬事担当） 

提 出 部 数 １部 

提 出 期 限 令和６年１１月７日（木） 

 



２ 記入上の注意事項 

（１）文字・数字は、ボールペン、インク等を使用して正確に記入してください。 
摩擦熱で色が変わる筆記具（消せるボールペン等）は使用しないでください。 

（２）申請用紙中、「麻薬（卸売業・小売業・施用・管理・研究）者免許申請書」の欄は、

卸売業に○印をつけてください。 
（３）「許可又は免許の番号」及び「許可又は免許の年月日」の欄には、医薬品医療機器等

法の規定に基づく卸売販売業許可の番号及び年月日を記入してください。 
（４）「申請者の欠格条項」の（１）～（３）の欄には、それぞれ当該事実がないときは 

「なし」（申請者が法人の場合は「全員なし」）と記入してください。 
（５）診断書の下にある「施用者・管理者所属業務所」の欄への記入は不要です。 
（６）法改正（令和２年１２月２５日改正）により、申請書及び診断書の押印が不要にな

りました。なお、押印があっても申請は可能です。 

 
３ その他 

（１）有効期間が満了した免許証は、有効期間満了後１５日以内に管轄する県保健所へ返

納してください。 
（２）有効期間満了後（令和７年１月以降）、引き続き麻薬卸売業者免許を受けようとする

意思がない場合は、１１月７日（木）までにその旨を管轄する県保健所に連絡し、次

の手続を行ってください。 
ア 免許失効後１５日以内に「麻薬卸売業者業務廃止届」に失効した免許証を添えて

届け出てください。 
イ 免許失効後１５日以内に「残余麻薬届」により現に有する麻薬の品名及び数量を

届け出てください。 
ウ さらに、免許失効後５０日以内に、現に所有する麻薬を処分（譲渡又は廃棄のた

めの手続が別途必要です。）してください。 
（３）継続申請した場合の免許の有効期限は、令和７年１月１日から令和９年１２月３１

日までとなります。 


